
従来２／３でしたが、中小企業は条件によらず１／２になりました（小規模事業者は２／３）

賃上げについて２つの要件を満たす事が必須になりました。
企業によっては厳しい要件となる可能性もあります。

いつでも申請可能になり、事業完了期限も従来より長くなり
今までネックになっていた機械納期に対しての制約が緩和される見込みです。



２つの申請枠が新設されました。
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